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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

事業主の皆様へ

　以下の助成金は終了しましたのでご注意ください。

　１ 障害者介助等助成金
　　　 重度中途障害者等職場適応助成金
　　　 健康相談医師の委嘱助成金
　　　 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金
　　　 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金
  ２ 職場適応援助者助成金
　 　　第１号職場適応援助者助成金
　　　 第２号職場適応援助者助成金
  ３ 重度障害者等通勤対策助成金
　　　 住宅の新築等助成金
  ４ 障害者能力開発助成金
　　　 第１種（施設設置費）
　　　 第２種（運営費）
　　　 第３種（受講費）
　　　 第４種（グループ就労訓練　請負型・雇用型・派遣型・職場実習型）

終了する助成金の取扱いは、助成金ごとに次のとおりとなります。

障害者介助等助成金
（重度中途障害者等職場適応助成金、健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサル
タントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金）

・ 本助成金は平成27年4月9日（木）をもって終了しました。

　　なお、１の助成金には、次の経過措置があります。

(1)重度中途障害者等職場適応助成金

 　平成27年4月9日（木）以前に、既に支給を受けている事業主のほか、重度中途障害者等職場
 適応助成金の支給対象となる措置を開始しており、認定要件を満たしている場合は、本助成金
 の対象となります。

(2)健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディ
 ネーターの配置又は委嘱助成金

　 平成27年4月9日（木）において、既に支給を受けている事業主のほか、雇用されている対象
 障害者については、平成27年4月10日（金）から平成27年7月9日（木）までに(2)の助成金の
 認定要件を満たした場合は、これらの助成金の対象となります。

・ 平成27年度においては、国の新制度として、 
  ① 重度中途障害者等職場適応助成金に代わって、対象障害者が障害を理由に３か月以上休職し、 

   復帰に当たり職場適応のための措置を行って雇用を継続した場合の助成金として、 
   「障害者職場復帰支援助成金（仮称）」が、 
  ② 健康相談医師の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディネーター 
   の配置又は委嘱助成金に代わって、新規に対象となる障害者を雇い入れて支援員を配置した場合の助成 
   金として、「障害者職場定着支援奨励金（仮称）」が、それぞれ利用できるようになる予定です。 

 
・ 新制度については、最寄りの労働局職業安定部職業対策課あてお問い合わせください。 



2 職場適応援助者助成金（第１号、第２号）

3 重度障害者等通勤対策助成金（住宅の新築等助成金）

4 障害者能力開発助成金（第１種、第２種、第３種、第４種）

・ 本助成金は、平成27年4月9日（木）をもって終了しました。

　　なお、２の助成金には、次の経過措置があります。

   平成27年4月9日（木）以前に地域障害者職業センターにおいて承認を得た支援計画に基づく
 支給請求は平成27年4月10日（金）以後においても、従来どおり受け付けます。
　 また、研修に係る旅費に対する助成は、平成26年度中に行われた研修に限り、従前どおり
 支給請求を受け付けます。

・ 本助成金は平成27年３月末をもって、終了しました。

　（第3種、第4種）

・ 本助成金は平成27年３月末をもって、終了しました。
（平成27年3月31日（火）までに提出された受給資格認定申請により認定された案件については、

  同年4月1日以降においても、従来どおり支給を受けることができます。）

　（第1種、第2種）

・ 本助成金は平成27年３月末をもって、終了しました。
（平成27年3月31日（火）までに提出された受給資格認定申請により認定された案件については、

  同年4月1日以降においても、従来どおり支給を受けることができます。）

 
 詳細については、以下にお問い合わせください。 
 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者助成部助成管理課  
     ＴＥＬ 043-297-9500 ＦＡＸ 043-297-9546 

・  平成27年度においては、国の新制度として、 

    第１号職場適応援助者助成金に代わって訪問型職場適応援助促進助成金（仮称）が、 

    第２号職場適応援助者助成金に代わって企業在籍型職場適応援助促進助成金（仮称）が、 
   それぞれ利用できるようになる予定です。 

 
・  訪問型職場適応援助促進助成金については、支援計画に基づく支援の開始前に、 
  労働局において受給資格認定手続きを行う必要があります。 
   受給資格認定手続きには約１か月の審査期間が必要となりますので、27年度の早期に 
 地域障害者職業センターに支援計画の作成又は承認を受けて支援を開始しようとする場合は、 
 お早めに労働局職業安定部職業対策課へお問い合わせください。 
   

・  新制度については、最寄りの労働局職業安定部職業対策課あてお問い合わせください。 

・ 平成27年度においては、国の新制度として、 
   重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者等に対し、職業に必要な能力を開発し、及び向上させる 
  ための一定水準以上の教育訓練を行うための施設や設備の設置等を行った場合の費用等を助成する 

  「障害者職業能力開発助成金（仮称）」が、創設される予定です。 
 
・ 新制度については、最寄りの労働局職業安定部職業対策課あてお問い合わせ下さい。 


